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「車のエンジンを掛けたがバッテリーが上がってエンジンが掛からない！」「鍵を紛
失して家に入れない！」「トイレに駆け込んだけど水が流れない！」「庭にスズメバチ
の巣が見つかった！」「玄関を開けたらゴキブリと目が合った！」etc…

どれも大きな悲鳴やため息が聞こえてくるような「くらしの中の突然のトラブル」で
すが…こんなとき、あなたならどうしますか？
「スマートフォンで調べた事業者に来てもらう」という方が多いでしょうが、消費生

活相談員としては「ちょっと待って！！」と声を大にして言いたいです。

実は、スマートフォンの検索結果を見ると、初めに出てくる４～５件の検索結果に
は、小さな文字で“スポンサー”や“広告”と書いてあります。これは、検索エンジン
を提供しているサイトに事業者が広告料を支払うことで、上位検索結果のように見せか
け表示されている広告で、リスティング広告と言うものです。
中には悪質な事業者もあり、必ずしも広告の表示や電話での説明通りの料金で依頼で

きるとは限らないため、安い価格をうたう広告は要注意です。「見積り無料のはずが、
見積り料金を請求された」「広告より高額な作業費を請求された」などの、『くらしの
レスキューサービス』に関する相談が多数寄せられています。

　ちなみに先程のトラブルが発生した場合、相談員ならどうするかお伝えします。
「損害保険会社のロードサービスに連絡する。車のディーラーに相談する」「家族に

連絡する。一人暮らしの場合は友達の家に泊めてもらうか、ビジネスホテルに泊まって
策を練る」「市の管工事業協同組合に相談する」「市のＨＰで駆除業者を調べる」「古
いスリッパで叩く」etc…
　そして何より、慌てず落ち着いて、消費生活センターにご相談ください。
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